
改  正  案 改  正  前

2

4 略

(法人の市民税の申告納付 )

第 45条  市民税 を申告納付す る義務がある

法人 は、法第 321条 の 8第 1項 、第 2

項 、 第 31項 、第 34項 及び第 3 5項

の規定 による申告書 (第 9項 、究

10項及び第 12項 において 「納税 申告

書」 とい う。)を 、同条第 1項、第 2項 、

第 31項及び第 35項     の申告納付

にあつてはそれぞれ これ らの規定による納

期限までに、同条第 34項の申告納付にあ

つては遅滞なく市長に提出し、及びその申

告に係 る税金又は同条第 1項後段及び第 2

項後段の規定によ り提出があつたもの とみ

なされ る申告書に係 る税金を法施行規則第

22号 の 4様式による納付書により納付 し

なければならない。

法の施行地に本店又は主たる事務所若 し

くは事業所を有す る法人 (以 下この条にお

いて 「内国法人」 とい う。)が 、租税特別

措置法第 66条の 7 第 4項及び第 lo項

の規

定の適用を受ける場合には、法第 321条
の 8隻 36項及び令第 48条 の 12の 2に

規定す るところにより、控除すべき額を前

項の規定により申告納付すべき法人税割額

か ら控除する。

を受 ける場合 には、法第 321条 の 8第

37項及び令第 48条 の 12の 3に 規定す

るところにより、控除すべき額を第 1項の

規定により申告納付すべき法人税割額か ら

控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税

等 を課 された場合には、法第 321条 の 8

第 38項及び令第 48条 の 13に 規定する

ところにより、控除すべき額を第 1項の規

定により申告納付すべき法人税割額か ら控

除す る。

5 法第 321条 の 8第 34項 に規定す る申

告書 (同 条第 33項 の規定による申告書を

3 内国法人が、租税特別措置法第 66条 の

9の 3第 3項及び第 9項

の規定の適用

含 む。以下 この項 において同 じ。 )に係 る

4 略

(法人の市民税の申告納付 )

第 45条  市民税 を申告納付す る義務がある

法 人 は、法第 321条 の 8第 1項 、第 2

項 、第 4項 、第 19項 、第 22項 及び第

23項 の規定による申告書 (第 10項、第

11項 及 び第 13項 にお いて 「納税 申告

書」 とい う。)を 、同条第 1項 、第 2項 、

第 4項、第 19項及び第 23項 の申告納付

にあつてはそれぞれ これ らの規定による納

期限までに、同条第 22項 の申告納付にあ

つては遅滞な く市長に提出 し、及びその申

告 に係 る税金又は同条第 1項後段及び第 3

項  の規定により提出があつたものとみ

な され る申告書に係 る税金 を法施行規則第

22号 の 4様式による納付書によ り納付 し

なければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若 し

くは事業所 を有す る法人 (以 下 この条にお

いて 「内国法人」 とい う。)が 、租税特別

措置法第 66条 の 7第 5項及び第 11項又

は第 68条 の 91第 4項及び第 10翼の規

定の適用を受 ける場合には、法第 321条
の 8第 24項及び令第 48条 の 12の 2に

規定す るところによ り、控除すべ き額を前

項の規定によ り申告納付すべき法人税割額

から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第 66条 の

9の 3第 4項及 び第 0電 又 は常 68条 の

93の 3第 4項及び第 10項 の規定の適用

を受 ける場合 には、法第 321条 の 8第

25項及び令第 48条 の 12の 3に規定す

るところによ り、控除すべき額 を第 1項 の

規定により申告納付すべき法人税割額か ら

控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税

等 を課 された場合には、法第 321条 の 8

第 26項及び令第 48条 の 13に規定す る

ところにより、控除すべき額 を第 1項 の規

定により申告納付すべき法人税割額か ら控

除する。

法第 321条 の 8第 22項 に規定す る申

告書 (同 条第 21項 の規定による申告書 を

含む。以下この項において同 じ。)に係 る

5
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6

税金 を納付す る場合には、当該税金に係 る

同条第 1項、第 2項又は第 31項
の納期限 (納 期限の延長があつた ときは、

その延長 された納期限とする。第 7頂第 1

号において同 じ。)の 翌 日か ら納付の 日ま

で の期 間 の 日数 に応 じ、 当該 税 額 に年

14.6パ ーセ ン ト (申 告書を提出 した 日

(同 条第 35頂 の規定の適用がある場合に

おいて、当該申告書がその提出期限前に提

出 された ときは、当該提出期限)ま での期

間又はその期間の末 日の翌 日か ら 1月 を経

過す る 日までの期間については、年 7.3
パーセ ン ト)の割合を乗 じて計算 した金額

に相 当す る延滞金額を加算 して法施行規則

第 22号 の 4様式による納付書により納付

しなければならない。

前 項 の場 合 にお いて 、法 人 が 、 法 第

321条 の 8第 1項、第 2項又は第 31項
・

に規定す る申告書 を提 出 した 日

(当 該 申告書がその提出期限前に提出され

た場合には、当該 申告書の提出期限)の 翌

日か ら 1年 を経過す る日後に同条第 34項

に規定す る申告書を提出 した ときは、詐偽

その他不正の行為により市民税 を免れた法

人が、法第 321条 の 11第 1項又は第 3

項の規定による更正があるべきことを予知

して当該 申告書を提出した場合 を除き、当

該 1年 を経過す る日の翌 日か ら当該 申告書

を提出した 日 (法 第 321条 の 8第 35項

の規定の適用がある場合において、当該 申

告書 がその提 出期 限前に提 出 され た とき

は、 当該 申告書 の提 出期 限)ま での期 間

は、延滞金の計算の基礎 となる期間か ら控

除する。

8第 34項に規定す る申告書 (以 下この項

において 「修正申告書」 とい う。)の提出

があつた とき (当 該修正申告書に係 る市民

税 について同条第 1項 、第 2項又は第 31

項    に規定する申告書 (以 下この項

において 「当初申告書」 とい う。)が 提出

されてお り、かつ、当該当初申告書の提出

に よ り納付すべ き税額 を減少 させ る更正

(こ れに類す るものを含む。以下この項に

7 第 5項の場合において、法第 32 1条の

税金を納付す る場合 には、当該税金に係 る

同条第 1項、第 2項、第 4項又は第 19項
の納期限 (納 期限の延長があつた ときは、

その延長 された納期限 とす る。第 7項 第 1

号において同 じ。)の 翌 日か ら納付の 日ま

で の期 間 の 口数 に応 じ、 当該 税 額 に年

14.6パ ーセ ン ト (申 告書 を提出した 日

(同 条第 23項 の規定の適用がある場合に

おいて、当該 申告書がその提出期限前に提

出された ときは、当該提出期限)ま での期

間又はその期間の末 日の翌 日か ら1月 を経

過す る 日までの期間については、年 7.3
パーセ ン ト)の 割合を乗 じて計算 した金額

に相当す る延滞金額 を加算 して法施行規則

第 22号 の 4様式による納付書により納付

しなければならない。

前 項 の場 合 にお い て 、 法 人 が、法 第

321条 の 8第 1項、第 2項、第 4項又は

第 19項 に規 定す る申告 書 を提 出 した 日

(当 該 申告書がその提出期限前に提出され

た場合には、当該 申告書の提出期限)の 翌

日か ら 1年 を経過す る日後 に同条第 22項
に規定す る申告書を提出 した ときは、詐偽

その他不正の行為により市民税 を免れた法

人が、法第 321条 の 11第 1項又は第 3

項の規定による更正があるべきことを予知

して当該 申告書を提出 した場合 を除き、当

該 1年 を経過す る日の翌 日か ら当該申告書

を提出 した 日 (法第 321条 の 8第 23項
の規定の適用がある場合 において、当該 申

告書がその提 出期 限前 に提 出 された とき

は、 当該 申告書 の提 出期 限 )ま での期 間

は、延滞金の計算の基礎 となる期間か ら控

除する。

第 32 1条 の

8第 22項 に規定す る申告書 (以 下この項

において 「修正申告書」 とい う。)の提出

があつた とき (当 該修正 申告書に係 る市民

税 について同条第 1項、第 2項、第 4項又

は第 19項に規定す る申告書 (以 下この項

において 「当初 申告書」 とい う。)が提出

されてお り、かつ、当該 当初 申告書の提出

によ り納付すべ き税 額 を減少 させ る更正

(こ れに類す るものを含む。以下この項に

6

7 第 5項 の場合において、法
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改  正  前改  正  案

おいて 「減額更正」 とい う。)が あつた後

に、当該修正申告書が提 出 された ときに限

る。 )は 、当該修正申告書の提出により納

付すべ き税額 (当 該当初 申告書に係 る税額

(還付金の額に相 当す る税額 を含む。)に

達 す るま で の部 分 に相 当す る税 額 に 限

る。)については、前項の規定にかかわ ら

ず、次に掲げる期間 (詐偽その他不正の行

為によ り市民税 を免れた法人が法第 321

条の 11第 1項又は第 3項の規定による更

正があるべきことを予知 して提出 した修正

申告書に係 る市民税又は令第 48条 の 16
の 2第 3項 に規定す る市民税 にあつては、

第 1号 に掲げる期間に限 る。)を 延滞金の

計算の基礎 となる期間から控除する。

(1)略              ′

121 当該減額更正の通知 をした 日 (当 該減

額更正が、更正の請求 に基づ くもの (法

人税 に係 る更正によるものを除 く。)で

ある場合又は法人税 に係 る更正 (法 人税

に係 る更 正 の 請 求 に 基 づ く もの に 限

る。)に よるものである場合 には、当該

減額更正の通知 を した 日の翌 日か ら起算

して 1年 を経過す る日)の 翌 日か ら当該

修正申告書を提出 した 日 (法 第 321条
の 8第 23項 の規定の適用がある場合 に

おいて、当該修正申告書がその提出期限

前に提出された ときは、当該修正申告書

の提出期限)ま での期間

8 略

9 法 人禾・弾法 第 81条 の 22 笛 1 r百 の親 庁 に

よ り法人 に係 る申告書 を提 出す る義 務 が

ある法人で同法第 81条 の 24第 1項 Q規

定の適用を受けているものが、同条第 と唄

の 鋼 庁 の 用 矛 号 tす る 場 合 に l童 、 当 該 法 人

及 び 当該法人 との間に連 結完全支配関係

(同 法第 2条第 12 の 7の 7に規定す る

連結完全 配 関係 をい う。 次条 3項及び

第47条の 2第 4項において同じ。)力とあ

る連結子 人 (同 法第 2条第 1 2身 の 71こ

規定す る連結子法人をい う。次条第 3項及

び 第 47条 の 2第 4項 に お い て 同 じ。 )

法 人 (同 法 密 2久大 第 丹 ,

ヤ｀

(淳 結 申告 6

の

想

おいて 「減額更正」 とい う。)が あつた後

に、当該修正 申告書が提出された ときに限

る。)は 、当該修正申告書の提出により納

付すべ き税額 (当 該当初 申告書に係 る税額

(還付金の額に相 当す る税額を含む。)に

達 す るま で の 部 分 に相 当す る税 額 に限

る。)については、前項の規定にかかわ ら

ず、次に掲げる期間 (詐偽その他不正の行

為によ り市民税 を免れた法人が法第 321

条の 11第 1項又は第 3項 の規定による更

正があるべきことを予知 して提出 した修正

申告書に係 る市民税又は令第 48条 の 16

の 2第 3頂 に規定す る市民税にあつては、

第 1号 に掲げる期間に限る。)を延滞金の

計算の基礎 となる期間から控除するも

但)略
121 当該減額更正の通知をした 日 (当 該減

額更正が、更正の請求に基づ くもの (法

人税 に係 る更正によるものを除 く。)で

ある場合又は法人税に係 る更正 (法 人税

に係 る更 正 の請 求 に基 づ く もの に限

る。)に よるものである場合には、当該

減額更正の通知 をした 日の翌 日か ら起算

して 1年を経過す る日)の 翌 日か ら当該

修正申告書を提出 した 日 (法 第 32 1条

の 8第 35項 の規定の適用がある場合に

おいて、当該修正申告書がその提出期限

前に提出された ときは、当該修正申告書

の提出期限)ま での期間

8 略
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(削 除 )

9  法第 321条 の 8第 52項に規定す る

特定法人である内国法人は、第 1項の規定

によ り、納税 申告書により行 うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわ らず、同条第 52項及び

法施行規則で定めるところにより、納税 申

告書 に記載すべ きもの とされてい る事項

(次項及び第 11項において 「申告書記載

事項」 とい う。)を 、法第 762条 第 1号

に規定する地方税関係手続用電子情報処理

組織を使用 し、かつ、地方税共同機構 (隻

11項 において 「機構」 とい う。)を経由

して行 う方法により市長に提供することに

より、行わなければならない。

10 略

11 第 9項 の規定により行われた同項の

申告は、申告書記載事項が法第 762条 第

1号の機構の使用に係 る電子計算機 (入 出

力装置を含む。)に備 えられたファイィレヘ

の記録が された時に同項に規定する市長 に

到達 したものとみなす。

12 第 9項  の内国法人が、電気通信回線

の故障、災害その他の理由により地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用す ること

が困難であると認め られる場合で、かつ、

同項の規定を適用 しないで納税申告書を提

出す ることができると認められ る場合にお

いて、同項の規定を適用 しないで納税 申告

書を提出す ることについて市長の承認 を受

第 4項 に お い て 同 じハ Ⅲ l 限 ,ら ^ Ⅲ とこつ ヤヽ

て は、 同法第 81条 の 24笛 4電 の矧 定 の

適用に係 る当該 申告書に係 る連結法人税客頁

(法 第 321条 の 8 4 〕:百 に 押 常 十 る淳 結

法人税額をい う。以下この項及び第 47条
の 2第 4 にお い て 同 じぉ )の 耕,標 準 の

算定期間 (当 該法人の連結事業年度に該当

す る期 FH耳 に 限 る^第 7 峯 の 2範 4 巧 I お

い て 同 じ^)に 限 り、 当 該 芭 結 湊 入耕 客百に

係 る個別帰属法人税額を課税標準 として算

定 した法人税割額及び これ と併せて納付す

べ き均等割額 につ V てヽ は 、 当該 淳 結法 人税

の規 定 の消 用 が ない の 》み た し て 第 8

条の規定を適用す る こ とが で ★る ^

10 法第 321条 の 8第 42項 に規定す る

特定法人である内国法人は、第 1項の規定

によ り、納税 申告書によ り行 うこととされ

ている法人の市民税の申告 については、同

項の規定にかかわ らず、同条第 42項及び

法施行規則で定めるところによ り、納税 申

告書 に記載すべ き もの とされ てい る事項

(次 項及び第 12項において 「申告書記載

事項」 とい う。)を 、法第 762条 第 1号

に規定す る地方税関係手続用電子情報処理

組織 を使用 し、かつ、地方税共同機構 (隻

12項 において 「機構」 とい う。 )を経由

して行 う方法により市長 に提供す ることに

より、行わなければならない。

11 略

12 第 10項の規定によ り行われた同項の

申告は、申告書記載事項が法第 762条 第

1号 の機構の使用に係 る電子計算機 (入 出

力装置を含む。)に備 え られたファイルヘ

の記録がされた時に同項 に規定す る市長に

到達 したものとみなす。

13 第 10項の内国法人が、電気通信回線

の故障、災害その他の理 由によ り地方税関

係手続用電子情報処理組織 を使用す ること

が困難であると認められ る場合で、かつ、

同項の規定を適用 しないで納税 申告書を提

出す ることができると認 め られ る場合にお

いて、同項の規定を適用 しないで納税 申告

書を提出することについて市長の承認 を受
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けた ときは、当該市長が指定する期間内に

行 う同項の申告については、前 3項の規定

は、適用 しない。法人税法第 75条の 5第

2項 の申請書を同項に規定する納税地の所

轄税務署長に提出 した第 9項  の内国法人

が、当該税務署長の承認 を受け、又は当該

税務署長の却下の処分を受けていない旨を

記載 した法施行規則で定める書類を、納税

申告書の提出期限の前 日までに、又は納税

申告書に添付 して当該提出期限までに、市

長に提出した場合における当該税務署長が

指定す る期間内に行 う同項の申告について

も、同様 とする。

13 略

14 第 12項の規定の適用を受けている内

国法人は、第 9項  の申告につき第 12項
の規定の適用を受けることをやめようとす

るときは、その旨その他法施行規則で定め

る事項を記載 した届出書 を市長に提出 しな

ければならない。

15 第 12項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人 につ き、法第 321条 の 8第

61項の処分又は前項の届出書の提出があ

った ときは、これ らの処分又は届出書の提

出があつた 日の翌 日以後の第 12項前段の

期間内に行 う第 9項 の申告については、

第 12項 前段 の規定は適用 しない。ただ

し、当該内国法人が、同 日以後新たに同項

前段の承認を受けた ときは、この限 りでな

ヤ` 。

16 第 12項後段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、第 14項の届出書の提

出又は法人税法第 75条の 5第 3項若 しく

は第 6項

あったときは、これ らの届出書の提出又は

処分があつた 日の翌 日以後の第 12項後段

の期 間内に行 う第 9項  の 申告 について

は、第 12項後段の規定は適用 しない。た

だ し、当該内国法人が、同 日以後新たに同

項後段の書類 を提出 した ときは、この限 り

でない。

(法 人の市民税に係 る不足税額の納付の手

続 )

の処分が において準用す 場合 を含 む ^)の

けた ときは、当該市長が指定す る期間内に

行 う同項の申告については、前 3項の規定

は、適用 しない。法人税法第 75条 の 4第

2項の申請書を同項に規定す る納税地の所

轄税務署長に提出 した第 10項 の内国法人

が、当該税務署長の承認 を受 け、又は当該

税務署長の却下の処分 を受 けていない旨を

記載 した法施行規則で定める書類 を、納税

申告書の提出期限の前 日までに、又は納税

申告書に添付 して当該提出期限までに、市

長 に提出 した場合における当該税務署長が

指定す る期間内に行 う同項の申告について

も、同様 とする。

14 略

15 第 13項 の規定の適用 を受けている内

国法人は、第 10項の申告につ き第 13項
の規定の適用 を受けることをやめようとす

るときは、その旨その他法施行規則で定め

る事項 を記載 した届出書 を市長 に提出 しな

ければならない。

16 第 13項前段の規定の適用 を受けてい

る内国法人 につ き、法第 321条 の 8第

51項 の処分又は前項の届 出書の提出があ

つた ときは、 これ らの処分又は届出書の提

出があつた 日の翌 日以後の第 13項前段の

期間内に行 う第 10項の申告については、

第 13項 前段 の規定 は適用 しない。 ただ

し、当該内国法人が、同 日以後新たに同項

前段の承認 を受けた ときは、この限 りでな

い 。

17 第 13項後段の規定の適用 を受けてい

る内国法人につき、第 15項 の届出書の提

出又は法人税法第 75条 の 4第 3項若 しく_

は第 6項 (同 法第 81条 の 24の 3第 2垣

処分が

あつた ときは、これ らの届 出書の提出又は

処分があつた 日の翌 日以後の第 13項後段

の期 間内に行 う第 10項 の 申告 につ いて

は、第 13項後段の規定は適用 しない。た

だ し、当該内国法人が、同 日以後新たに同

項後段の書類 を提出 した ときは、この限 り

でない。

(法人の市民税に係 る不足税額の納付の手

続 )
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第 46条 略

2 前項の場合においては、その不足税額に

法第 321条 の 8第 1項 、第 2項又は第

31項____の 納期限 (同 条第 35項の

申告納付に係 る法人税割に係 る不足税額が

あな場合には、同条第 1頂又は第 2項   |
の納期限 とし、納期限の延長があつた

場合 には、その延長 された納期限とす る。

第 4項第 1号において同 じc)の 翌 日か ら

納 付 の 日ま で の期 間 の 日数 に応 じ、年

14.6パ ーセ ン ト (前項の納期限までの

期間又は当該納期限の翌 日か ら1月 を経過

す る日までの期間については、年 7.3パ
ーセ ン ト)の割合を乗 じて計算 した金額に

相 当す る延滞金額を加算 して納付 しなけれ

ばならない。

3 前項 の場合 において、法第 321条 の

11第 1項又は第 3項の規定による更正の

通知 を した 日が、法第 321条 の 8第 1

項、第 2項又は第 31項    に規定す

る申告書を提出 した 日 (当 該申告書がその

提出期限前に提出された場合には、当該申

告書の提出期限)の 翌 日か ら 1年 を経過す

る日後であるときは、詐偽その他不正の行

為により市民税 を免れた場合を除き、当該

1年 を経過す る日の翌 日か ら当該通知をし

た 日 (法人税に係 る修正申告書を提出し、

又は法人税に係 る更正若 しくは決定がされ

た こと

に よる更

正に係 るものにあつては、当該修正申告書

を提出した 日又は国の税務官署が更正若 し

くは決定の通知をした 日)ま での期間は、

延滞金の計算の基礎 となる期間から控除す

る。

第 2項の場合において、納付すべき税額4

第 46条 略

2 前項の場合においては、その不足税額 に

法第 321条 の 8第 1頂 、第 2項 、第 4

項又は第 19項の納期限 (同 条第 23項の

申告納付 に係 る法人税割に係 る不足税額が

ある場合 には、同条第 1項 、第 2項又は第

4項 の納期限 とし、納期限の延長があつた

場合 には、その延長 された納期限 とす る。

第 4項第 1号 において同 じ。)の 翌 日か ら

納 付 の 日ま で の期 間 の 日数 に応 じ、 年

14.6パ ーセン ト (前項の納期限までの

期間又は当該納期限の翌 日か ら 1月 を経過

す る日までの期間については、年 7.3パ
ーセ ン ト)の 割合を乗 じて計算 した金額 に

相 当す る延滞金額を加算 して納付 しなけれ

ばならない。

3 前項 の場合 において、法第 321条 の

11第 1項又は第 3項 の規定による更正の

通知 を した 日が、法第 321条 の 8第 1

項、第 2項、第 4項又は第 19項 に規定す

る申告書を提出 した 日 (当 該 申告書がその

提出期限前に提出された場合には、当該 申

告書の提出期限)の 翌 日か ら 1年 を経過す

る日後であるときは、詐偽その他不正の行

為によ り市民税 を免れた場合 を除き、当該

1年 を経過す る日の翌 日か ら当該通知を し

た 日 (法 人税に係 る修正申告書 を提出 し、

又は法人税に係 る更正若 しくは決定が され

たこと (同 条 第 2項 又は 笛 4 デ百に 美F市す る

申告書を得出すべき 人 カミi車 結 子 法 人の 場

浴司r〕寸  」`1言参1童 揮手=子 入 >∩ 闇 Lr滴 結 申 仝

支配関係がある連結親法人 (法人税法第 4
条第 12号の 6の 7に規定する連結親法人

をい うn以 下 この項 にお い て 同 じ^)若 し

くは連結完全支配関係があつた連結親法人

が法人税 に係 る修正申告書を提出 し、又は

法 人税 に係 る更正若 く は 決 宰 オ/呼 tす た こ

と。次項第 2号 において同 じ。)に よる更

正に係 るものにあつては、当該修正申告書

を提出 した 日又は国の税務官署が更正若 し

くは決定の通知をした 日)ま での期間は、

延滞金の計算の基礎 となる期間か ら控除す

る。

4 第 2項 の場合において、納付すべき税額
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改  正  案 改  正  前

を増加 させ る更正 (こ れに類するものを含

む。以下この項において 「増額更正」 とい

う。)が あつた とき (当 該増額更正に係 る

市民税について法第 321条 の 8第 1項、

第 2項又は第 31項 に規定す る申

告書 (以 下この項において 「当初 申告書」

とい う。)が 提出されてお り、かつ、当該

当初 申告書の提出によ り納付すべき税額を

減 少 させ る更正 (こ れ に類す るものを含

む。以下この項において 「減額更正」 とい

う。)が あつた後に、当該増額更正があつ

た ときに限る。)は、当該増額更正により

納付すべき税額 (当 該 当初 申告書に係 る税

額 (還付金の額に相当す る税額を含む。 )

に達す るまでの部分 に相 当す る税額 に限

る。)に ついては、前項の規定にかかわ ら

ず、次に掲げる期間 (詐 偽その他不正の行

為 により市民税を免れた法人について され

た当該増額更正により納付すべき市民税又

は令第 48条 の 15の 5第 4項に規定す る

市民税にあつては、第 1号 に掲げる期間に

限る。)を 延滞金の計算の基礎 となる期間

か ら控除する。

(1)及 び12)略

(法人の市民税に係 る納期限の延長の場合

の延滞金 )

第 47条の 2 略

2及び 3 略    即

ノ

を増加 させ る更正 (こ れに類す るものを含

む。以下 この項において 「増額更正」 とい

う。)が あつた とき (当 該増額更正に係 る

市民税 について法第 321条 の 8第 1項、

第 2項、第 4項又は第 19項 に規定す る申

告書 (以 下 この項において 「当初申告書」

とい う。)が提出 されてお り、かつ、当該

当初 申告書の提出により納付すべき税額 を

減少 させ る更正 (こ れ に類す るものを含

む。以下 この項において 「減額更正」 とい

う。)が あつた後に、当該増額更正があつ

た ときに限る。)は、当該増額更正により

納付すべき税額 (当 該当初 申告書に係 る税

額 (還付金の額に相 当す る税額 を含む。 )

に達す るまで の部分 に相 当す る税額 に限

る。)に ついては、前項の規定にかかわ ら

ず、次に掲げる期間 (詐偽その他不正の行

為によ り市民税 を免れた法人について され

た当該増額更正によ り納付すべき市民税又

は令第 48条 の 15の 5第 4項 に規定す る

市民税 にあつては、第 1号 に掲げる期間に

限る。)を 延滞金の計算の基礎 となる期間

から控除する。

(1)及 び121 略

(法 人の市民税に係 る納期限の延長の場合

の延滞金 )

第 47条の 2 略

2及び 3 略

4 法 人前 法 第 81条 の 畏 2 範 1 r百 の 綿 乍 に

よ り法人税 に係 る申告書を提出する義務が

あ る法 人で 同法第 81 条 の 24第 1項の 規

定 の適用 を受 けてい や、の 及 び 当該 法 人 と

の 間 に淳 結 年 全 支配 標 が 力ぅる i童 結 子 法 人

(淳結 申告 法 人 に限 )賦 、 当該 申告 書

に係 る連結法人税額の課税標準の算定期間

で そ の滴 用 に係 る ヰ、の の泣 結 所 得 r同 浅 第

2条第 18号 の 4に規定す る連結所径 をい

う6)に 対す る連結 人釉 額 に係 る個 別 帰

属法人税額 を課税標準 として算定 した法人

税割額及び これ と併せて納付すべき均等型

額 を納付す る場合には、当該税額に、当乏

連結法人税額の課税標準の算定期間の末 日

の 翠 日以 後 2月 を経 1フ カ 日 か 広 同 壻 の 類

定によ り延長 された当該 申告書の提出駆限
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まで の期 の 日教 に応 じ、年 7 3パ ー…セ

ン トの割合 を乗 じて計算 した金 に相当す

る延滞金額 を加算 して納付 しなければな ら

ない。

5 第 45条 第 7項 の規定は、前項の延滞金

額 につ いて準用す る^こ の場合 こお ヤヽ て 、

同条 第 7 中 「前 電 の 規 庁 に か 、わ 兆ず 、

な t 揚 げ る期 PH月 (詐 孝 の イ和不 正 の 行 為 に

よ り市 民税 を免 れ た 人が法第 321条 の

11第 1 又は第 3項 の規 定 に よる軍正が

あるべ きことを予知 して提出 した修正申告

書に係 る市民税又は令第 48条 の 16の 2

笛 3 電 に報 ‡ す る市 禾→,と あ つ て ,士 、 第 1

与に掲げる期間に限 Ⅲ Iル カぅるの は 、

「当該 当初 申告 書 の提 出 に よ り 付すべき

税額の納付があつた日 (そ の日が第 47盗
の 2第 4項 の連結法 税額の課税標準の算

定期間の末 日の 翌 日以 後 2月 を 渦 した 日

よ り前 で あ る場 合 に は 、 同 日 ) 六 笛 4 7

条の 2第 4項 の申告 の提 出期 限までの期

間」と読み替えるものとす る。

6 第 46条 第 4項の規定は、第 4項の延滞

金額について準用する、 この場 合 にお い

て、同条第 4 項 中 「前項 の規定 か か わ ら

ず、次に掲げる期間 (詐偽 その仙 不正 の行

為によ り市民税 を免れた法人についてされ

た当該増額更正により納付すべ き市民税又

は令第 48条 の 15の 5第 4項 に規定す る

市民税 にあ つて は、 1号に掲げる期間に

限る。 )」 とあるのは、 「当該 当初 申告書

の提 出 に よ り納付すべ き釉 額 の納 付 が あ っ

た 日 (そ の 日が第 47条 の 2第 4項 の連結

法人税額の課税標準の算定期間の末 日の翌

日以後 2月 を経過 した 日よ り前 であ る場合

には、同 日)か ら同条第 4項の申告書の提

出期 限 まで の期 間 |
請 み な え るや、の たす

る。

(た ばこ税の課税標準)

第 103条 略

2 前項 の製 造たばこ (加 熱式たば こを除

く。)の 本数は、紙巻たばこの本数による

もの とし、次の表の左欄 に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

応 じ、それぞれ同表の右欄 に定める重量を

(削除)

(削 除)

(削 除)

(た ばこ税の課税標準 )

第 103条 略

2 前項の製 造たば こ (加 熱式 たば こを除

く。)の本数は、紙巻たばこの本数による

もの とし、次の表の左欄に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

それぞれ同表の右欄 に定める重量を応 じ、
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もつて紙巻たばこの 1本に換算す るもの と

す る。ただ し、 1本当た りの重量が 1グ ラ

ム  未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの 1本 をもつて紙

巻 た ば この 1本   に換算す るもの とす

る。

表 略

3～ 10 略

附 則

(延滞金の割合等の特例 )

第 3条の 2 略

2 当分の間、第 47条 の 2第 1項____
に規定する延滞金の年 7.3パ ーセ ン ト

の割合は、これ らの規定にかかわ らず、特

例基準割合適用年中においては、当該特例

基準割合適用年における特例基準割合 とす

る。

(読替規定)

第 8条  法附則第 15条 か ら第 15条の 3の

2ま で、第 63条又は第 64条 の規定の適

用がある各年度分の固定資産税 に限 り、第

68条 第 8項中 「又は第 349条 の 3の 4

か ら第 349条 の 5ま で」 とあるのは、

「若 し くは第 349条 の 3の 4か ら第

349条 の 5ま で又は附則第 15条か ら第

15条 の 3の 2ま で、第 68条若 しくは第

64条」 とす る。

(法 附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合)

第 8条の 2 略

2～ 14 略

15 法附則第 64条 に規定す る条例で定め

る割合は、零 とする。

(新型 コ ロナ ウイル ス感染症等 に係 る寄附

金税額控 の特例 )

第 27条 所 律 害‖の 納 紺 者 が 、 新 型 コ ロ

ナ ウイル ス康 染痘 等 の影響 に対 す るた め

の 国 釉 閣 渋 往 の 臨 時 特 例 に 十 る 法 律

(令 和 2年浅 往 第 25号 ハ 次 Iこお い て

「新型 コロナ ウンイルス感染症特 法 1と い

う^)第 5 祭 宙 4噸に 輝 庁 す る 常 行 事 の

うち、市 が指 庁す る ヰぅの の 中 若 しくは

延期又はその規模の縮小により生 じた当該

もつて紙巻たばこの 1本 に換算す るもの と

す る。ただ し、 1本 当た りの重量が 0,7

グラム未満の葉巻たばこの本数の算定につ

いては、当該葉巻たばこの 1本 をもつて紙

巻た ば この O,7本 に換算す るもの とす

る。

表 略

3～ 10 略

附 則

(延滞金の割合等の特例 )

第 3条 の 2 略

2 当分の間、第 47条 の 2第 1項及び第 4

項に規定す る延滞金の年 7.3パ ーセン ト

の割合は、これ らの規定にかかわ らず、特

例基準割合適用年 中においては、当該特例

基準割合適用年 における特例基準割合 とす

る。

(読替規定 )

第 8条  法附則第 15条 か ら第 15条の 3の

2ま で、第 61条 又は第 62条 の規定の適

用がある各年度分の固定資産税に限 り、第

68条第 8項 中 「又は第 349条 の 3の 4

か ら第 349条 の 5ま で」 とあ るのは、

「若 し くは第 349条 の 3の 4か ら第

349条 の 5ま で又は附則第 15条か ら第

15条の 3の 2ま で、第 61条若 しくは第

62条」とする。

(法 附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条の 2 略

2～ 14 略

15 法附則第 62条 に規定す る条例で定め

る割合は、零 とする。

-37-



改  正  案 改  正  前

価 の払 展
~し

を請 求す オ窪禾IIの 全 部 又 は一 部

の ナ々 棄 狩 同 条 第 1項 業軍市 十 る指 市 期 FH耳 内

に した場合 には、当該納税義務者がその放

棄 を した 日の属す る年中に法附則第 60条

第 4項に規定す る市町村放棄払戻請求権相

当額の法第 314条 の 7第 1項第 3号に掲

げる寄附金 を支出 したもの とみな して、第

24条の 2の規定を適用す る。 (追 加 )

(新型 コロナウイルス感染症等に係 る住宅

借入金等特別税額控除の特例 )

第 28条  所得割の納税義務者が前年分の所

得税 につき新型 コロナタイルス感染症特例

法 範 6条第 4項の規 の i商 用 狩号 ,す た場 合

と ム` ι十 ス 酢十目II雀 5峯 互ミ∩ 9雀 1 道 の t目 弓子

の適 用 につ い て は、 同項 中 「令 和 15年

庁 Iル あ る の は 、 「ィ各禾□16 年 慮 lμ す

る 。 (追加 )

改  正  案 改  正  前

第 3条  上越市市税条例の一部を次のように

改正する。

(削除 )

附 則

(施行期 日)

第 1条 略

(1)及 び(動 略

Q削 除

に)第 3

及び附則第 8条 の規定 令和 3月

4月 1日

第 4条 陛

第 3条  上越市市税条例の一部 を次のよ うに

改正する。

第 15条第 1項第 2号 中「又は寡夫」を

「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

附 則

(施行期 日)

第 1条 略

(1)及 び121 略

Q 第 3条 中上越市市税条例第 15条の改

正規定及び附則第 4条 の規 庁  令 和 3年

1月 1日

14)第 3条 (前 号 に掲 げ る改 正 規 定 を 除

く。 )及び附則 第 8条 の規 定 令和 3年

4月 1日

第 4条 附則 第 1条第 3号に掲 げ る規定 に よ

る改正 後 の 上繊 市 市 祭 イすll雀 15峯 笛 r百1

(第 ?号 に係 る部分に限る。)の 規定は二

令和 3年度以後の年度分の個人の市民税 に

ついて適用 し、令和 2年度分までの個人の

市民税 については、なお従前の例 による。

(3)第 3条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

(納税義務者等 )

第 2条 略

2 前項の 「価格」 とは、当該土地又は家屋

に係 る固定資産税の課税標準 となるべき価

格 (法第 349条 の 3第 9項か ら第 11項
主 で 、第 21項 、第 23 廼 叉 ,■ 第 27項 カト

ら第 3 0項 までの規定の適用を受ける土

地又は家屋にあつては、その価格にそれぞ

れ 当該各項に定める率を乗 じて得た額)を

いい、前項の 「所有者」 とは、当該土地又

は家 屋 に係 る固定 資 産税 につ い て 法 第

343条 (第 3項及び第 8項を除 く。 )に

おいて所有者 とされ、又は所有者 とみなさ

れる者をい う。

3及び 4 略

附 則

(施行期 日)

1 略

(削 除 )

(法附則第 15条第 38項の条例で定める

割合 )

2 法附則第 15条第 38項に規定す る条例

で定める割合は、 2分の 1と する。

3 略

(宅 地等に対 して課す る平成 30年度か ら

令和 2年度 までの各年度分の都市計画税

の特例 )

生  宅地等に係 る平成 30年度か ら令和 2年

度 までの各年度分の都市計画税の額は、

当該宅地等に係 る当該年度分の都市計画税

額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画

税 に係 る前年度分の都市計画税の課税標準

額 に、当該宅地等に係 る当該年度分の都市

計画税の課税標準 となるべき価格 (当 該宅

地等が当該年度分の都市計画税について法

第 702条 の 3の 規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格に同条に定める

率 を乗 じて得た額。以下同 じ。)に 100

分の 5を乗 じて得た額を加算 した額 (当 該

(納税義務者等 )

第 2条 略

2 前項の 「価格」 とは、当該土地又は家屋

に係 る固定資産税の課税標準 となるべき価

格 (法第 349条 の 3第 10項 か ら第 12

項まで、第 22項 、第 24項又は第 28唄
か ら第 31頂 までの規定の適用 を受ける土

地又は家屋 にあつては、その価格にそれぞ

れ 当該各項に定める率を乗 じて得た額)を
いい、前項の 「所有者」 とは、当該土地又

は家 屋 に係 る固 定 資 産 税 につ い て法 第

348条 (第 3項及び第 8項を除 く。)に
おいて所有者 とされ、又は所有者 とみな さ

れる者をい う。

3及び 4 略

附 則

(施行期 日)

1 略

(法附則第 15条第 40項 の条例で定める

割合 )

2 法附則第 15条第 40項 に規定する条例

で定める割合は、 5分の 4と する6

(法附則第 15条第 44項 の条例で定める

割合 )

3 法附則第 15条第 44項 に規定する条例

で定める割合は、 2分の 1と する。

4 略

(宅 地等に対 して課す る平成 30年度か ら

平成 32年度までの各年度分の都市計画税

の特例 )

5 宅地等に係 る平成 30年度か ら平成 32
年度までの各年度分の都市計画税の額は、

当該宅地等に係 る当該年度分の都市計画税

額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画

税 に係 る前年度分の都市計画税の課税標準

額に、当該宅地等に係 る当該年度分の都市

計画税の課税標準 となるべ き価格 (当 該宅

地等が当該年度分の都市計画税 について法

第 702条 の 3の規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該価格 に同条に定める

率を乗 じて得た額。以下同 じ。)に 100
分の 5を 乗 じて得た額 を加算 した額 (当 該

(4)第 4条の規定による上舷市都市計画税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第 349条 の 3(第 18項 を除 く。)丞
は 附則第 15条若 しくは第 15条の 3の

規定の適用 を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれ らの規定に定める率を乗 じて

得た額)を 当該宅地等に係 る当該年度分の

都市計画税 の課税標準 となるべ き額 とした

場合における都市計画税額 (以 下 「宅地等

調整都市計画税額」 とい う。)を超 える場

合 には、当該宅地等調整都市計画税額 とす

る。

5 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成 30年度か ら令和 2年度 までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等

に係 る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき価格に 10分の 6を乗 じて得た

額 (当 該商業地等が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3(第 18項 を

除 く。 )又 は 附則第 15条 若 しくは第

15条の 3の規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれ らの規定に定

める率を乗 じて得た額)を 当該商業地等 に

係 る当該年度分の都市計画税の課税標準 と

なるべき額 とした場合における都市計画税

額 を超える場合には、前項の規定にかかわ

らず、当該都市計画税額 とする。

6 附則第 4項の規定の適用を受ける宅地等

に係 る平成 30年度か ら令和 2年度 まで

の各年度分の宅地等調整都市計画税額は、

当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地

等に係 る当該年度分の都市計画税の課税標

準 となるべ き価格に 10分 の 2を 乗 じて得

た額 (当 該宅地等が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3(第 18項 を

除 く。)又 は 附則第 15条 若 しくは第

15条の 3の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれ らの規定に定め

る率を乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る

当該年度分の都市計画税の課税標準 となる

べき額 とした場合における都市計画税額 に

満たない場合には、附則第 4項の規定にか

かわ らず、当該都市計画税額とする。

7 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第 349条 の 3(第 19項 を除 く。)丞
は法附則第 15条若 しくは第 15条の 3の

規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれ らの規定に定める率を乗 じて

得た額)を 当該宅地等に係 る当該年度分の

都市計画税の課税標準 となるべ き額 とした

場合における都市計画税額 (以 下 「宅地等

調整都市計画税額」 とい う。)を超 える場

合には、当該宅地等調整都市計画税額 とす

る。

6 前項の規定の適用 を受 ける商業地等に係

る平成 30年度か ら平成 32年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等

に係 る当該年度分の都市計画税 の課税標準

となるべき価格 に 10分 の 6を 乗 じて得た

額 (当 該商業地等が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3(第 19項を

除 く。 )又 は法附則 第 15条 若 しくは第

15条の 3の規定の適用 を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれ らの規定に定

める率を乗 じて得た額)を 当該商業地等に

係 る当該年度分の都市計画税の課税標準 と

なるべき額 とした場合 における都市計画税

額 を超える場合 には、前項の規定にかかわ

らず、当該都市計画税額 とする。

7 附則第 5項 の規定の適用 を受 ける宅地等

に係 る平成 30年度か ら平成 32年度まで

の各年度分の宅地等調整都市計画税額は、

当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地

等に係 る当該年度分 の都市計画税の課税標

準 となるべき価格に 10分の 2を乗 じて得

た額 (当 該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第 349条 の 3(第 19項 を

除 く。 )又 は法附則 第 15条 若 しくは第

15条の 3の規定の適用 を受ける宅地等で

あるときは、当該額 にこれ らの規定に定め

る率を乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る

当該年度分の都市計画税の課税標準 となる

べき額 とした場合における都市計画税額に

満たない場合には、附則第 5項 の規定にか

かわらず、当該都市計画税額 とする。

8 商業地等の うち当該商業地等の当該年度
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改  正  前改  正  案

の負担水準が 0.6以 上 0,7以 下のもの

に係 る平成 30年度か ら平成 32年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、附則第 5

項の規定にかかわ らず、当該商業地等の当

該年度分の都市計画税 に係 る前年度分の都

市計画税の課税標準額 (当 該商業地等が当

該年度分の固定資産税 について法第 349

条の 3(第 19項 を除 く。)又 は法附則第

15条若 しくは第 15条 の 3の規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該課税

標準額 にこれ らの規定に定める率を乗 じて

得た額)を 当該商業地等に係 る当該年度分

の都市計画税の課税標準 となるべき額 とし

た場合における都市計画税額 とする。

9 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0,7を 超 えるものに係 る平

成 30年度か ら平成 32年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第 5項 の規定

にかかわ らず、当該商業地等に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標準 となるべき価

格 に 10分の 7を乗 じて得た額 (当 該商業

地等が当該年度分の固定資産税 について法

第 349条 の 3(第 19項 を除 く。)又 は

法附則第 15条若 しくは第 15条の 3の規

定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額 にこれ らの規定に定める率を乗 じて

得た額)を 当該商業地等に係 る当該年度分

の都市計画税の課税標準 となるべき額 とし

た場合における都市計画税額 とする。

(農 地に対 して課す る平成 30年度か ら王

成 32年度までの各年度分の都市計画税 の

特例 )

10 農地に係 る平成 30年度か ら平成 32

年度までの各年度分の都市計画税の額は、

当該農地に係 る当該年度分の都市計画税額

が、当該農地に係 る当該年度分の都市計画

税 に係 る前年度分の都市計画税の課税標準

額 (当 該農地が当該年度分の固定資産税 に

つ いて法第 349条 の 3(第 19項 を除

く。)又 は法附則第 15条若 しくは第 15

条の 3の規定の適用 を受ける農地であると

きは、当該課税標準額にこれ らの規定に定

める率を乗 じて得た額)に 、当該農地の当

該年度の次の表の左欄 に掲げる負担水準の

の負担水準が 0.6以 上 0,7以 下のもの

に係 る平成 30年度か ら令和 2年度 まで

の各年度分の都市計画税の額は、附則第 4

項の規定にかかわ らず、当該商業地等の当

該年度分の都市計画税に係 る前年度分の都

市計画税の課税標準額 (当 該商業地等が当

該年度分の固定資産税 について法第 349

条の 3(第 18項 を除 く。)又は 附則第

15条若 しくは第 15条 の 3の 規定の適用

を受 ける商業地等であるときは、当該課税

標準額にこれ らの規定に定める率を乗 じて

得た額)を 当該商業地等に係 る当該年度分

の都市計画税の課税標準 となるべき額 とし

た場合における都市計画税額 とする。

8 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.7を 超えるものに係 る平

成 30年度か ら令和 2年度 までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第 4項の規定

にかかわ らず、当該商業地等に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標準 となるべき価

格に 10分の 7を乗 じて得た額 (当 該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法

第 349条 の 3(第 18項を除 く。)又 は

附則第 15条若 しくは第 15条 の 3の 規

定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれ らの規定に定める率を乗 じて

得た額)を 当該商業地等に係 る当該年度分

の都市計画税の課税標準 となるべき額 とし

た場合における都市計画税額 とする。

(農地に対 して課する平成 30年度か ら全

和 2年度 までの各年度分の都市計画税の

特例 )

0  農地に係 る平成 30年度か ら令和 2年

度 までの各年度分の都市計画税の額は、

当該農地に係 る当該年度分の都市計画税額

が、当該農地に係 る当該年度分の都市計画

税 に係 る前年度分の都市計画税の課税標準

額 (当 該農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第 349条 の 3(第 18項 を除

く。)又 は 附則第 15条若 しくは第 15

条の 3の規定の適用を受ける農地であると

きは、当該課税標準額にこれ らの規定に定

める率を乗 じて得た額)に 、当該農地の当

該年度の次の表の左欄 に掲げる負担水準の
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改  正  案 改  正  前

区分に応 じ、同表の右欄に掲げる負担調整

率を乗 じて得た額を当該農地に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標準 となるべき額

とした場合 にお ける都市計画税額 (以 下

「農地調整都市計画税額」 とい う。)を超

える場合 には、当該農地調整都市計画税額

とす る。

表 略

10 略

11 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に対す る附則第 9項 _の 規定の適用に

ついては、同項中 「当該農地に係 る当該年

度分の都市計画税額」 とあるのは 「次項の

規定により算定 した当該農地に係 る当該年

度分の都市計画税額」 とする。

12 附則第 4項及び第 6項 の 「宅地等」 と

は法附則第 17条第 2号 に、附則第 4項及

び第 7項 の 「前年度分の都市計画税の課税

標準額」 とは法附則第 25条第 6項 におい

て読み替えて準用 される法附則第 18条第

6項に、附則第 5項、第 7項及び第 8項の

「商 業地等」 とは法附則第 17条 第 4号

に 、 附則第 7項か ら第 9項 までの 「負担

水準」とは法附則第 17条第 8号口に、阻

則第 9項  の 「農地」とは法附則第 17条

第 1号に、附則第 9項  の 「前年度分の都

市計画税の課税標準額」 とは法附則第 26

条第 2項 において読み替えて準用 され る法

附則第 18条第 6項に、前 2項 の 「市街化

区域農地」 とは法附則第 19条の 2第 1項

に規定するところによる。

13 法附則第 15条第 1項、第 13項、第

18項 か ら第 22項 まで、第 24項 、第

25項 、 29項 、 第 33項 、 87項 か

ら第 39項 まで、第 2項 か ら第 44項 ま

で 、 第 47 テ百井 1フ て l士 笛 4 R垣 、 篠 1 5 粂

の 3又は 第 61条 の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限 り、第 2条第 2項 中

「又は第 27項か ら第 30項まで」 とある

のは 「若 しくは第 27項か ら第 30項まで

又 イま附則第 15 条、第 15条 の 3 着 しくは

第 61条」とする。

(平成 30年度か ら令和 2年度 までの各

年度分の都市計画税の課税標準の特例 )

区分に応 じ、同表の右欄 に掲げる負担調整

率 を乗 じて得た額を当該農地に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標 準 となるべき額

とした場合 にお ける都 市 計画税額 (以 下

「農地調整都市計画税額」 とい う。)を超

える場合には、当該農地調整都市計画税額

とする。

表 略

11 略

12 前項の規定の適用 を受ける市街化区域

農地に対す る附則第 10項 の規定の適用に

ついては、同項中 「当該農地に係 る当該年

度分の都市計画税額」 とあるのは 「次項の

規定によ り算定 した当該農地に係 る当該年

度分の都市計画税額」 とす る。

13 附則第 5項及び第 7項の 「宅地等」 と

は法附則第 17条第 2号に、附則第 5項及

び第 8項の 「前年度分の都市計画税の課税

標準額」 とは法附則第 25条 第 6項 におい

て読み替えて準用 され る法附則第 18条 第

6項に、附則第 6項、第 8項及び第 9項 の

「商業地等」 とは法附則 第 17条 第 4号

に、附則第 8項 か ら第 10項 までの 「負担

水準」 とは法附則第 17条 第 8号 口に、陛

則第 10項の 「農地」 とは法附則第 17条

第 1号に、附則第 10項 の 「前年度分の都

市計画税の課税標準額」 とは法附則第 26

条第 2項 において読み替 えて準用 され る法

附則第 18条第 6項 に、前 2項 の 「市街化

区域農地」 とは法附則第 19条 の 2第 1項

に規定するところによる。

14 法附則第 15条第 1項、第 13項、第

18項、第 19項、第 21項 か ら第 25項
まで、第 27項、第 28項 、第 32頂 、隻

86項 、 第 40項 、 43 電 カ らゝ箪 45項

まで若 しくは第 48項 か ら第 50項 まで又

は第 15条の 3 の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限 り、第 2条 第 2項中

「又は第 28項か ら第 31項 まで」 とある

のは 「若 しくは第 28項 か ら第 31項 まで

又 は 法 附 則 第 15条 若 し く ,■ 第 15条 の

3  」とする。

(平成 30年度から平成 32年度までの各

年度分の都市計画税の課税標準の特例 )
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改  正  案 改  正  前

14 地方税法等の一部を改正す る法律 (平

成 30年法律第 3号)附則第 22条第 1項

の規 定に基づ き、平成 30年 度 か ら令和

2年度 までの各年度分の都市計画税につ

いては、法附則第 25条の 3の規定を適用

しないこととする。

15及 び 16 略

15 地方税法等の一部を改正す る法律 (平

成 30年 法律第 3号)附則第 22条第 1項

の規 定 に基づ き、平成 30年 度 か ら平成

32年 度までの各年度分の都市計画税につ

いては、法附則第 25条 の 3の 規定を適用

しないこととする。

16及び 17 略

151 第 5条の規定による上越市都市計画税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

16)附則第 8条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

附 則

1～ 12略
13 法附則第 15条第 1項、第 13頂、第

18項 か ら第 22項 まで、第 24項 、第

25項 、第 29項 、第 33項、第 37項か

ら第 39項まで、第 42項 か ら第 44項 ま

で、第 47項若 しくは第 48項 、第 15条
の 3又 は第 63条 の規定の適用がある各年

度分の都市計画税 に限 り、第 2条第 2項 中

「又は第 27項か ら第 30項まで」 とある

のは 「若 しくは第 27項か ら第 30項まで

又は附則第 15条、第 15条 の 3若 しくは

第 6色筵」とする。

附 則

1～ 12 略

13 法附則第 15条 第 1項、第 13項 、第

18項 か ら第 22項 まで 、第 24項 、第

25項 、第 29項 、第 33項 、第 37項 か

ら第 39項 まで、第 42項 か ら第 44項 ま

で、第 47項 若 しくは第 48項 、第 15条
の 3又は第 61条 の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限 り、第 2条第 2項中

「又は第 27項 か ら第 30項 まで」 とある

のは 「若 しくは第 27項 か ら第 30項まで

又は附則第 15条、第 15条 の 3若 しくは

第 61条」とする。

改  正  案 改  正  前

附 則

(市たばこ税に関する経過措置 )

第 5条 略

2 略

(1}及び121 略

(9 平成 30年 4月 1日 から令 和元年 9月

30日  ま で  1,000本 に つ き

4,000円
3～ 12 略

13 令和元年 10月 1日 前に地方税法第

465条 第 1項 に規定す る売渡 し又は同条

附 則

(市 たばこ税に関する経過措置 )

第 5条 略

2 略

(1)及 び121 略

俗)平 成 30年 4月 1日 か ら平成 31年 9

月 30日 ま で  1,000本 に つ き

4,000円
3～ 12 略

13 平成 31年 10 月 日 節 に地方税法第

465条 第 1項に規定す る売渡 し又は同条

1

-43-



改  正  案 改  正  前

第 2項に規定す る売渡 し若 しくは消費等が

行われた紙巻たば こ 3級品を同 日に販売の

ため所持す る卸売販売業者等又は小売販売

業者 がある場合 において、 これ らの者が所

得税法等改正法附則第 52条 第 12項の規

定に より製造たば この製造者 として当該紙

巻たばこ 3級品を同 日にこれ らの者の製造

たば この製造場か ら移 出 した もの とみな し

て同項の規定によ りたばこ税 を課 され るこ

ととなるときは、 これ らの者が卸売ィ販売業

者等 として当該紙巻たばこ 3級 品 (こ れ ら

の者 が卸売販売業者等である場合 には市の

区域内に所在す る貯蔵場所、これ らの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に

所在す る当該紙巻たばこ 3級品を直接管理

す る営業所 におい て所持 され る ものに限

る。 )を 同 日に小売販売業者に売 り渡 した

もの とみな して、市たばこ税 を課す る。 こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、

当該売 り渡 したもの とみなされ る紙巻たば

こ 3級品の本数 とし、当該市たばこ税の税

率は、 1, 000本 につき 1, 692円 と

する。

14 略

第 5項 前項 第 13項

附貝U第 20
条第 4項

附則第 20条第

14項において

準用する同条第

4項

平成 28年
5月 2日

令和元年 10月

31日 !

第 6項 平成 28年
9月 30日

令 和 2年 3月

31日

略

第 2項 に規定する売渡 し若 しくは消費等が

行 われた紙巻たばこ 3級品を同 日に販売の

ため所持す る卸売販売業者等又は小売販売

業者がある場合において、これ らの者が所

得税法等改正法附則第 52条第 12項の規

定により製造たばこの製造者 として当該紙

巻たばこ 3級品を同日にこれ らの者の製造

たばこの製造場か ら移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課 されるこ

ととなるときは、これ らの者が卸売販売業

者等 として当該紙巻たばこ 3級品 (こ れ ら

の者が卸売販売業者等である場合には市の

区域内に所在する貯蔵場所、これ らの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に

所在する当該紙巻たばこ 3級 品を直接管理

す る営業所 において所持 され るものに限

る。)を 同 日に小売販売業者 に売 り渡 した

もの とみな して、市たばこ税 を課する。 こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、

当該売 り渡 したものとみなされ る紙巻たば

こ 3級品の本数 とし、当該市たばこ税の税

率は、 1, 000本 につき 1, 692円 と

す る。

14 略

第 5項 前項 第 13項

附貝U第 20
条第 4項

附則第 20条第

14項において

準用す る同条第

4項

平成 28年
5月 2日

平成 3 年 10

月 81日

第 6項 平成 28年
9月 80日

平成 32年 3月

81日

略
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改  正  案 改  正  前

附 則

(施行期 日)

第 1条 略

(1)～ (3)略

14)第 1条 の 2及び第 3条 の規定並びに第

4条 中上越市市税条例等の一部を改正す

る条例附則第 5条第 7項 の表第 11条第

3号の項の改正規定 (「 第 103条 の 5

第 1項」を 「第 89条 の 6第 1項の申告

書、第 103条 の 5第 1項」に改める部

分 に限る。)並びに附則第 2条 の 2及び

第 4条の規定 令和元年 1 0月 1日

第 2条 の 2 第 1条 の 2の 規定による改正後

の上越 市市税条例 (附則 第 4条 において

「元年新条例 」 とい う。)第 23条の規

定は、附則第 1条第 4号に掲げる規定の施

行の 日以後に開始す る事業年度分の法人の

市民税及び同 日以後に開始す る連結事業年

度分の法人の市民税 について適用 し、同 日

前に開始 した事業年度分の法人の市民税及

び同 日前に開始 した連結事業年度分の法人

の市民税 については、なお従前の例 によ

る。

第 4条  元年新条例 の規定中軽 自動車税の

乗境性能割に関す る部分は、附則第 1条第

4号 に掲げる規定の施行の 日以後に取得 さ

れた三輪以上の軽 自動車に対 して課す る軽

自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年新条例  の規定中軽 自動車税の種別

割に関する部分は、令和 2年度 以後の年

度分 の軽 自動車税 の種別割 につ いて適用

し、令和元年度分 までの軽 自動車税につ

いては、なお従前の例による。

附 則

(施行期 日)

第 1条 略

(1)～ (3)略

14)第 1条 の 2及 び第 3条の規定並びに第

4条 中上越市市税条例等の一部 を改正す

る条例附則第 5条 第 7項の表第 11条第

3号の項の改正規定 (「 第 103条 の 5

第 1項」を 「第 89条 の 6第 1項の申告

書、第 103条 の 5第 1項」に改める部

分 に限る。)並びに附則第 2条の 2及 び

第 4条の規定 平成 31年 10月 lR

第 2条の 2 第 1条 の 2の 規定による改正後

の上越 市市税 条例 (附 則 第 4条 において

「31年 新条例」 とい う。)第 23条 の規

定は、附則第 1条第 4号 に掲げる規定の施

行の 日以後に開始す る事業年度分の法人の

市民税及び同 日以後に開始す る連結事業年

度分の法人の市民税 について適用 し、同 日

前に開始 した事業年度分の法人の市民税及

び同 日前に開始 した連結事業年度分の法人

の市 民税 につ いては、なお従前 の例 に よ

る。

第 4条 31年新条例の規定中軽 自動車税の

環境性能割 に関す る部分は、附則第 1条第

4号に掲げる規定の施行の 日以後に取得 さ

れた二輪以上の軽 自動車に対 して課す る軽

自動車税の環境性能割について適用する。

2 31年 新条例の規定中軽 自動車税の種別

割 に関す る部分は、平成 32年度以後の年

度 分 の軽 自動車税 の種別割 につ いて適 用

し 、 平 成 31年 度分 までの軽 自動車税 につ

いては、なお従前の例による。

(71 附則第 9条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

附 則

(施行期 日)

第 1条 略

(1)略

121 附則第 6条の規定 令和元年 10月 1

日

(市民税に関する経過措置 )

第 2条 略

2 前条第 1号に掲げる改正規定による改正

後の上骸市市税条例の規定中個人の市民税

に関す る部分は、令和元年度 以後の年度

分 の個人の市民税 につい て適用 し、平成

30年 度分 までの個人 の市民税 について

は、なお従前の例による。

3 略

附 則

(施行期 日)

第 1条 略

(1)略

(2)附則第 6条 の規定 平成 31年 10月

1口

(市民税に関する経過措置 )

第 2条 略

2 前条第 1号 に掲げる改正規定による改正

後の上越市市税条例の規定中個人の市民税

に関す る部分は、平成 31年度以後の年度

分 の個 人 の市民税 につ いて適用 し、平成

30年 度分 までの個人 の市民税 について

は、なお従前の例による。

3 略

181 附則第 10条の規定による上越市市税条例及び上越市都市計画税条例の一部を改

正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所)

191 附則第 11条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正ヽ  前

附 則

(手 持品課税に係 る市たばこ税に関す る経

過措置)

第 7条  平成 80年 10月 1日 か ら令和元年

9月 80日  までの間における前条第 4項

の規定の適用については、同項の表第 11

条第 3号の項中 「第 89条 の 6第 1項の申

告書、第 103条 の5第 1項」 とあるのは、

「第 10ィ3条の 5第 1項」 とする。

(手持品課税に係 る市たばこ税 )

第 9条  令和 2年 10月 1日  前に売渡 し等

が行われた製造たばこを同 日に販売のため

所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において、これ らの者が所得税

法等改正法附則第 51条第 9項の規定によ

り製造たばこの製造者 として当該製造たば

こを同 日にこれ らの者の製造たばこの製造

場か ら移出 したものとみな して同項の規定

によりたばこ税 を課 され ることとなるとき

は 、 これ らの者が卸売販売業者等 として当

附 則

(手 持品課税 に係 る市たばこ税 に関す る経

過措置 )

第 7条  平成 30年 10月 1日 か ら平成 81
年 9月 30日 までの間における前条第 4項

の規定の適用については、同項の表第 11
条第 3号の項中 「第 89条 の 6第 1項 の申

告書、第 103条 の5第 1項 」 とあるのは、

「第 103条 の 5第 1項」 とする。

(手持品課税に係る市たばこ税 )

第 9条 平成 32年 10月 1日 前に売渡 し等

が行われた製造たばこを同 日に販売のため

所持す る卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合 において、これ らの者が所得税

法等改正法附則第 51条第 9項の規定によ

り製造たばこの製造者 として当該製造たば

こを同 日にこれ らの者の製造たばこの製造

場か ら移出 したもの とみな して同項の規定

によりたばこ税を課されることとなるとき

は、これらの者が卸売販売業者等として当
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改  正  案 改  正  前

該製造たばこ (こ れ らの者が卸売販売業者

等である場合には市の区域内に所在す る貯

蔵場所、これ らの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在す る当該製造た

ばこを直接管理す る営業所において所持 さ

れ るものに限る。)を 同 日に小売販売業者

に売 り渡 したもの とみな して、市たばこ税

を課す る。 この場合における市たばこ税の

課税標準は、当該売 り渡 したものとみなさ

れ る製造たばこの本数 とし、当該市たばこ

税の税率は、 1, 000本 につき430円

とす る。

2 前項に規定する者は、同項に規定す る貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所 ごとに、

地方税法施行規則の一部 を改正す る省令

(平成 30年 総務省 令第 25号 。附則第

11条第 2項 において 「平成 30年改正規

則」 とい うЬ)別 記第 2号様式による申告

書を令和 2年 11月 2日  までに市長に提

出しなければならない。

3 前項 の規定に よる申告書 を提 出 した者

は、令和 3年 3月 31日  までに、その申

告 に係 る税金を施行規則第 34号の 2の 5

様式による納付書によつて納付 しなければ

ならない。

4 第 1項の規定により市たばこ税を課す る

場合には、前 3項 に規定す るもののほか、

第 3条 の規定による改正後の上越市市税条

例 (以 下この項及び次項において 「2年新

条例 」 とい う。)第 11条、第 103条
の 5第 4項及び第 5項 、第 103条 の 8並

びに第 103条 の 9の 規定を適用する。 こ

の場合 において、次 の表 の左欄 に掲 げ る

2年新条例 の規定中同表の中欄に掲げる

宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

表 略

5 2年 新条例 第 103条 の 6の規定は、

販売契約の解除その他やむを得ない理由に

より、市の区域内に営業所の所在す る小売

販売業者に売 り渡 した製造たばこの うち、

第 1項の規定に よ り市たば こ税 を課 され

た、又は課 され るべきものの返還を受けた

卸売販売業者等について準用す る。 この場

該製造たばこ (こ れ らの者が卸売販売業者

等である場合には市の区域内に所在す る貯

蔵場所、 これ らの者が小売販売業者である

場合 には市の区域内に所在す る当該製造た

ばこを直接管理する営業所 において所持 さ

れ るものに限る。)を 同 日に小売販売業者

に売 り渡 したものとみな して、市たばこ税

を課す る。 この場合における市たばこ税 の

課税標準は、当該売 り渡 したもの とみな さ

れ る製造たばこの本数 とし、当該市たばこ

税の税率は、 1,000本 につ き 430円
とす る。

2 前項に規定す る者は、同項に規定す る貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所 ごとに、

地方税 法施 行規則 の一部 を改正す る省 令

(平成 30年 総務省 令第 25号 。附則 第

11条第 2項において 「平成 30年 改正規

則」 とい う。)別記第 2号様式による申告

書を平成 32年 11月 2日 までに市長 に提

出しなければならない。

3 前項 の規 定に よる申告 書 を提 出 した者

は、平成 38年 3月 31日 までに、その申

告に係 る税金 を施行規則第 34号 の 2の 5

様式による納付書によつて納付 しなけれ ば

ならない。

4 第 1項 の規定により市たばこ税 を課す る

場合には、前 3項 に規定す るもののほか、

第 3条 の規定による改正後の上越市市税条

例 (以 下この項及び次項において 「32年

新条例」 とい う。)第 11条、第 103条
の 5第 4項及び第 5項、第 103条 の 8並

びに第 103条 の 9の規定 を適用す る。 こ

の場合 において、次の表 の左欄 に掲 げ る

32年新条例の規定中同表 の中襴 に掲げる

宇句は、それぞれ同表の右欄 に掲げる字句

とする。

表 略

5 32年 新条例第 103条 の 6の 規定は、

販売契約の解除その他やむを得ない理 由に

よ り、市の区域内に営業所 の所在す る小売

販売業者に売 り渡 した製造たばこの うち、

第 1項 の規 定 に よ り市た ば こ税 を課 され

た、又は課 され るべきものの返還 を受けた

卸売販売業者等について準用す る。 この場
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改  正  案 改  正  前

合において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第 16条の 2の 5又 は第 16条 の 4の

規定により、これ らの規定に規定す る申告

書に添付すべき施行規則第 16号の 5様式

による書類 中 「返還の理由及びその他参考

となるべき事項」欄に、当該控除又は還付

を受けよ うとす る製造たばこについて第 1

項の規定により市たばこ税が課 された、又

は課 され るべきであつた旨を証す るに足 り

る書類に基づいて、当該返還に係 る製造た

ばこの品 目ごとの本数を記載 した上で同様

式による書類 をこれ らの申告書に添付 しな

ければならない。

(手持品課税に係る市たばこ税 )

第 11条 令和 3年 10月 1日  前に売渡 し

等が行われた製造たばこを同 日に販売のた

め所持す る卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合において、これ らの者が所得

税法等改正法附則第 51条第 11項の規定

によ り製造たばこの製造者 として当該製造

たばこを同 日にこれ らの者の製造たばこの

製造場か ら移出 したものとみな して同項の

規定によりたばこ税 を課 され ることとなる

ときは、これ らの者が卸売販売業者等 とし

て当該製造たばこ (こ れ らの者が卸売販売

業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これ らの者が小売販売業者で

ある場合には市の区域内に所在す る当該製

造たばこを直接管理す る営業所において所

持 されるものに限る。)を 同 日に小売販売

業者に売 り渡 したもの とみな して、市たば

こ税 を課す る。 この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売 り渡 したものとみ

なされる製造たばこの本数 とし、当該市た

ば こ税 の税 率 は 、 1,000本 につ き

430円 とする。

2 前項に規定す る者は、同項に規定する貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所 ごとに、

平成 30年改正規則別記第 2号様式による

申告書を令和 3年 11月 1日  までに市長

に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書 を提 出 した者

は、令和 4年 3月 31日  までに、その申

告に係 る税金を施行規則第 34号の 2の 5

合 において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第 16条 の 2の 5又 は第 16条の 4の

規定によ り、これ らの規定に規定す る申告

書に添付すべ き施行規則第 16号 の 5様式

による書類 中 「返還の理由及びその他参考

となるべ き事項」欄に、当該控除又は還付

を受 けよ うとす る製造たばこについて第 1

項の規定によ り市たばこ税 が課 された、又

は課 され るべ きであつた旨を証す るに足 り

る書類 に基づいて、当該返還に係 る製造た

ばこの品 目ごとの本数 を記載 した上で同様

式による書類 をこれ らの申告書に添付 しな

ければならない。

(手持品課税に係る市たばこ税 )

第 11条 平成 33年 10月 1日 前に売渡 し

等が行われた製造たばこを同 口に販売のた

め所持す る卸売販売業者等又は小売販売業

者がある場合 において、 これ らの者が所得

税法等改正法附則第 51条 第 11項の規定

によ り製造たばこの製造者 として当該製造

たばこを同 日にこれ らの者 の製造たばこの

製造場か ら移 出 したもの とみな して同項の

規定によ りたばこ税 を課 され ることとなる

ときは、これ らの者が卸売販売業者等 とし

て当該製造たばこ (こ れ らの者が卸売販売

業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これ らの者が小売販売業者で

ある場合 には市の区域内に所在す る当該製

造たばこを直接管理する営業所 において所

持 され るものに限る。)を 同 日に小売販売

業者 に売 り渡 したものとみな して、市たば

こ税 を課す る。 この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売 り渡 したもの とみ

なされ る製造たばこの本数 とし、当該市た

ば こ税 の税 率 は 、 1, 000本 につ き

430円 とする。

2 前項に規定す る者は、同項に規定す る貯

蔵場所又は小売販売業者の営業所 ごとに、

平成 30年改正規則別記第 2号様式による

申告書を平成 33年 11月 1日 までに市長

に提出しなければならない。

3 前項の規定 に よる申告 書 を提 出 した者

は 、 平成 34年 3月 31日 まで に、そ の 申

告に係 る税金 を施行規則第 34号 の 2の 5
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改  正  案 改  正  前

4

5

様式による納付書によつて納付 しなければ

ならない。

第 1頂の規定により市たばこ税を課す る

場合 には、前 3項に規定す るもののほか、

第 4条 の規定による改正後の上越市市税条

例 (以 下この項及び次項において 「3年新

条例 」 とい う。)第 11条 、第 103条
の 5第 4項及び第 5項、第 103条 の 8並

びに第 103条 の 9の 規定を適用す る。 こ

の場合 において、次の表 の左欄 に掲 げ る

3年新条例  の規定中同表の中欄 に掲げる

字句 は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とす る。

表 略

3年新条例 第 103条 の 6の規定は、

販売契約の解除その他やむを得ない理由に

よ り、市の区域内に営業所の所在す る小売

販売業者に売 り渡 した製造たばこの うち、

第 1項 の規定に よ り市た ばこ税 を課 され

た、又は課 され るべきものの返還を受けた

卸売販売業者等について準用す る。 この場

合 において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第 16条 の 2の 5又 は第 16条の 4の

規定により、これ らの規定に規定す る申告

書に添付すべき施行規則第 16号の 5様式

による書類中 「返還の理由及びその他参考

となるべき事項」欄に、当該控除又は還付

を受 けようとす る製造たばこについて第 1

項の規定により市たばこ税が課 された、又

は課 されるべきであつた旨を証す るに足 り

る書類に基づいて、当該返還に係 る製造た

ば この品日ごとの本数 を記載 した上で同様

式 による書類をこれ らの申告書に添付 しな

ければならない。

様式による納付書によつて納付 しなければ

ならない。

4 第 1項の規定により市たばこ税 を課す る

場合には、前 3項に規定す るもののほか、

第 4条 の規定による改正後の上越市市税条

例 (以 下この項及び次項において 「33年
新条例」 とい う。)第 11条、第 103条
の 5第 4項及び第 5項 、第 103条 の 8並

びに第 103条 の 9の規定を適用する。 こ

の場合 にお いて、次の表 の左欄 に掲 げ る

33年新条例の規定中同表の中欄 に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄 に掲げる宇句

とする。

表 略

5 33年 新条例第 108条 の 6の 規定は、

販売契約の解除その他やむを得 ない理由に

よ り、市の区域内に営業所の所在する小売

販売業者に売 り渡 した製造たばこの うち、

第 1項 の規 定 に よ り市た ば こ税 を課 され

た、又は課 され るべきものの返還を受けた

卸売販売業者等について準用す る。 この場

合 において、当該卸売販売業者等は、施行

規則第 16条の 2の 5又 は第 16条の 4の

規定により、これ らの規定に規定する申告

書に添付すべ き施行規則第 16号の 5様式

による書類 中 「返還の理由及びその他参考

となるヽき事項」欄 に、当該控除又は還付

を受けようとす る製造たばこについて第 1

項の規定により市たばこ税が課 された、又

は課 され るべきであつた旨を証す るに足 り

る書類 に基づいて、当該返還に係 る製造た

ばこの品 目ごとの本数を記載 した上で同様

式による書類 をこれ らの申告書に添付 しな

ければならない。
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上越市市税条例等の一部改正の主な概要

O令和 2年度税制改正に伴 うもの

1 個人市民税関係

(1)人的非課税措置の見直し

(市税条例第 15条関係)

ア 改正の概要

現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者 (児童扶養手当を受給している 18歳以下の

児童の父又は母)に対する個人市民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡

婦 (ひ とり親を除く)を対象とする。

改 正 前 (平 成31年度税鶴改正分) 改正後

O生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

O障害者、未成年者、寡婦、寡夫、堂身l拝 奮接碁者

※前年の合計所得金額が,35万 円を超える場合を除(

イ 適用   令和 3年度以後の個人市民税に適用

(2)ひ とり親控除の創設及び寡婦 (寡夫)控除の見直し

(市税条例第 21条関係)

ア 改正の概要

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無に

よる不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消す

るため、以下の改正を行う。

① 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を―にする子 (前年の総所得金額等

が 48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額

30万円)を適用

② 上記以外の寡婦については、引き続き控除額 26万円を適用することとし、

扶養親族を持つ寡婦について所得制限 (500万円以下 (給与収入 678万 円))

を設定

O生活保護法の規定による生活快助を受けている者

O障害者、未成年者、寡婦、ひとり親

※前年の合計所得金機が138万 円を超える場合を除く

※盛婦及 rド rλ たけ疑の うザ寺ヽ 件 屋簗の緯柄に「央 (未届 )と

r患
`美

底ゝ tの縦説 ht よ ス寿
`!韓

う んにテ士 ス
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募婦 (募夫)控除

本
人
が
女
性

理偶関係 死 別 雛 別

本人所得 ～ 500万 500万 ～ ～500万 500万 ～

扶
養
親
族

有

子 30 26 30 26

子

以外
26 26 26 26

無 26

本
人
が
男
性

配偶関係 死 別 離別

本人所得 ～500万 500万 ～ ～500万 600万 'ψ

撲
養
親
族

有

子 26 26

子

以外

無

現  行

※表中の数字は個人市民我に係る所得控除の額 (万円)

イ 適用   令和 3年度以後の個人市民税に適用

改正後

ひとり親控除

2 固定資産税関係

儡)使用者を所有者とみなす制度の拡大

(市税条例第 60条関係 )

ア 改正の概要

調査 (※)を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に

は、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録 し、固定資産税を課する

ことができることとする。

なお、使用者を所有者 とみなして固定資産課税台帳に登録する場合には、その旨

を事前に使用者に通知するものとする。

※…「調査」とは、住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われ

る者やその他の関係者への質問等

イ 適用   令和 3年度以後の固定資産税に適用

(2)現に所有 している者 (相続人等)の申告の制度化

(市税条例第 82条の 6関係 )

ア 改正の概要

不動産登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所

有している者 l本目続人等)に対 し、条例で定めるところにより、氏名・住所等必要

な事項を申告させることができることとする。

条例の施行の日以後に現に所有 している者であることを知つた者に

適用

死 別 離 劇理機関係

本人所得 ～500万 500万 ― ～ 500万 500万 ～

未婚の
ひとり親
～500万 円

い“石5衛11子 ittr 30

{圃
有

子
以外

挟
養
親
族

無 用一

募婦控除

配偶関係 死 別 離 尉 未婚の
ひとり親
～300万 円本人所得 ～500万 500万 ～ ～ 500万 500万 ～

扶
養
親
族

有

子 iHご 30
‐‐
石5~iE

子

以 外

無

イ 適用
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3 市たばこ税関係

儡)軽量な葉巻たばこの課税方式の見直 し

(市税条例第 103条関係)

ア 改正の概要

軽量な葉巻たばこ (1本当たりの重量が 1グラム未満のもの)の課税標準につい

て、葉巻たばこ 1本を紙巻たばこ 1本 と換算する方法に見直す。ただし、令和 3年

9月 30日 までの 1年間について「0。
イ7グラム未満の葉巻たばこ」を「0.7本の紙巻

たばこ」とみなして課税する経過措置を講 じた上で、最低税率を段階的に引上げる。

課税方式

区  分
現 行

紙巻たばこ 本数課税

葉巻
たばこ

1グ ラム未満

重量比例課税

1グ ラム以上

見直 し案

本数課税

本数課税

重量比例課税

イ 適用   令和 2年 10月 1日 から適用
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○国の新型 コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

1 徴収の猶予関係

側)徴収の猶予制度の特例に関する手続

(市税条例附則第 26条関係)

ア 改正の概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者に対 して徴収を猶予する特例

を設けたことに伴い、地方税法の規定において条例委任 している徴収猶予に関する

書類の訂正手続等の一部について、現行の猶予制度の規定を準用する。

≪参考≫

特例制度の概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の

収入が急減 しているという現下の状況を踏まえ、令和 2年 2月 1日 から令和 3年

1月 31日 までに納期限が到来する市税について、無担保かつ延滞金なしで 1年間、

徴収を猶予することができるもの。

～現行の徴収猶予制度と特例の比較～

現行 特例

○事業につき、著 しい損失 (※ )を受け

た場合で、一時に納税することが困

難 と認められる場合に徴収を猶予

※猶予を受ける期間の直前 1年間に利

益の額の 50%を超える損失

○原則 (※ )と して、担保の提供が必要

※猶予を受ける金額が 100万 円以下か

つ猶予期間が 3か月以内の場合は担

保不要

○延滞金は軽減 (年 1.6%)

○令和 2年 2月 から納期限までの一定

期間(1か月以上)において収入が前

年同期比の概ね 20%以上減少 した

場合で、一時に納税することが困難

と認められる場合に徴収を猶予

○担保は不要

○延滞金は免除

イ 適用   条例の公布の日から適用
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2 個人市民税関係

仰)イ ベン トを中止等 した事業者に対する払戻請求権を放棄 した者への寄附金控除の適

用に係る個人市民税における対応

(市税条例附則第 27条関係 )

ア 改正の概要

所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与す

るものとして条例で定めるものについて、個人市民税の税額控除の対象とする。

イ 対象

令和 2年 2月 1日 から令和 3年 1月 31日 までに日本国内で開催予定であつたも

のの、結果 として中止等された一定の文化芸術・スポーンイベン トであつて文化庁

等のホームページに掲載されたイベン トを対象とする。

(2)住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人市民税における対応

(市税条例附則第 28条関係 )

ア 改正の概要

所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の

適用要件 (入居期限や契約期限等)を弾力化する措置が講じられる場合には、当該

措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなか

つた額を、控除限度額の範囲内で個人市民税から控除する。

なお、今回の適用要件の弾力化による措置分についても、全額国費で対応する。

3 固定資産税関係

佃)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 口延長

(市税条例附則第 8条の 2関係 )

ア 改正の概要

生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行 う中小事業者等

(※)を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限を 2年延長す

る。

※…「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の法人、

資本金又は出資を有 しない法人の場合、常時使用す る従業員の数が

1,000人以下の法人、常時使用する従業員が 1,000人以下の個人

イ 市の対応 固定資産税をゼロ

ウ 適用   令和 8年度及び令和 4年度の固定資産税に適用
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4 軽自動車税関係

(1)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

(市税条例附則第 12条の 2の 2関係)

ア 改正の概要

軽自動車税環境性能割の税率を 1%分軽減する特例措置について、その適用期限

を令和 2年 9月 30日 から6か月延長する。

イ 適用 令和元年 10月 1日 から令和 3年 3月 31日 までの間に取得 した自家用

乗用車 (軽 自動車)に適用

≪参考≫

5 地方税法の改正のみで実施される税制上の措置

佃)中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

ア 改正の概要

厳 しい経営環境に直面 している中小事業者等に対 して、償却資産 と事業用家屋

に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する。なお、この措置による固定資

産税及び都市計画税の減収については、全額国費で補填する。

制度概要

令和 2年 2月 から 10月 までの任意の 3か月間の売上高が、前年の同期間と比

べて、

対象者 軽減割合

30%以上 50%未満減少している者 2分の 1

50%以上減少している者 全額

イ 適用   令和 8年度の課税分に適用
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 58号

提  出  課 用地管財課

歳出科 目 (P32～ P33) 2款 1項 22目 駐車場管理費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

駐車場管理費 25,073 733 25,806

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 733 補償、補填及び賠償金 733

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金収入等が減少した施設の指定管理者に

対し、協定に基づき、4月 から6月 までの減収分を補填するもの

【補正内容】

O指定管理減収補填金

項   目 補正前 補正額 補正後

補償、補填及び賠償金 0 733 733

0 733 733

○補填対象施設等

施 設 名 補填額 指定管理者

上越市大手町駐車場

上越市高田駅前立体駐輪駐車場
733

上越市本町三丁目商店街振

興組合
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歳出科 目 (P32～ P33) 2款 l項 26日 市民プラザ費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

市民プラザ管理運営費 75,021 7,247 82,268

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 7,247 補償、補填及び賠償金 7,247

【補正理由】

新型コロナウイアレス感染症の影響により利用料金収入等が減少した施設の指定管理者に

対し、協定に基づき、4月 から6月 までの減収分を補填するもの

【補正内容】
○指定管理減収補填金

項   目 補正前 補正額 補正後

補償、補填及び賠償金 0 7,247 7,247

0 7,247 7,247

○補填対象施設等

施 設 名 補填額 指定管理者

上越市市民プラザ 7,247
株式会社上越シビックサー

ビス
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歳出科 目 (P32～ P33) 2款 7項 1目 総合文化施設運営費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

リージョンプラザ上越管理運営費 184,916 6,574 191,490

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 6,574 補償、補填及び賠償金 6,574

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金収入等が減少した施設の指定管理者に

対し、協定に基づき、4月 から6月 までの減収分を補填するもの

【補正内容】
○指定管理減収補填金

項   目 補正前 補正額 補正後

補償、ネ甫填及び賠償金 0 6,574 6,574

0 6,574 6,574

○補填対象施設等

施 設 名 補填額 指定管理者

リージヨンプラザ上越 6,574 新東産業株式会社
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